
第1回地方分権に関する研究会   
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資料１ 



資料（１） 地方分権改革のこれまでの経緯            
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資料（２）－① 国と地方の協議の場の概要            
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資料（２）ー② 国と地方の協議の場の開催実績           

開催日 回数 協議事項 

H23.6.13 第1回 ・社会保障・税一体改革について 
・東日本大震災復興対策について 
 

H23.8.12 第1回 
臨時会合 

・国と地方の協議の場分科会について 
（社会保障・税一体改革分科会について） 
・子ども手当について 
 

H23.10.20 第2回 ・平成24年度予算概算要求について 
・平成23年度第3次補正予算案について 
 

H23.11.29 第2回 
臨時会合 

・子どもに対する手当について 

H23.12.15 第3回 ・地方財政対策について 
・社会保障・税一体改革分科会における 
  議論の経過について 
・子どもに対する手当について 
 

H23.12.20 第3回 
臨時会合 

・子どもに対する手当について 

H23.12.26 第4回 
臨時会合 

「国と地方の協議の場（第4回臨時会合）」 
及び「社会保障・税一体改革分科会（第4
回）」合同会議 
・社会保障・税一体改革について 
（1）地方単独事業の総合的な整理に 
      ついて 
（2）地方税制の論点について 
 

H23.12.29 第5回 
臨時会合 

・社会保障・税一体改革について 

【平成23年度】 
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開催日 回数 協議事項 
H23.11.17 

 
第1回 ・「社会保障関係の地方単独事業に関する調 

    査結果」について 
 

H23.12.8 
 

第2回 ・社会保障関係の地方単独事業に関する調査 
  結果についての議論 
 

H23.12.12 
 

第3回 ・社会保障関係の地方単独事業に関する調査 
  結果についての議論の整理 
 

H23.12.26 
 

第4回 「国と地方の協議の場（第4回臨時会合）」及び
「社会保障・税一体改革分科会（第4回）」合同
会議（再掲） 
・社会保障・税一体改革について 
（1）地方単独事業の総合的な整理について 
（2）地方税制の論点について 
 

【平成23年度】 
≪社会保障・税一体改革分科会≫ 



【平成24年度】 

開催日 回 数 協議事項 

H24.4.16 第1回 
臨時会合 

・社会保障・税一体改革について 
・災害廃棄物の広域処理について 
・地方自治法の改正について 
 

H24.8.30 第1回 ・社会保障制度改革への地方の意見の 
  反映について 
・地域の経済・雇用対策について 
・地域主権推進大綱について 
 

H24.11.8 第2回 ・平成25年度予算概算要求について 
・地域主権推進大綱について 
・地方公務員制度改革について 
 

H25.1.15 第3回 ・経済対策について 
・平成25年度予算編成及び地方財政対策 
  について 
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開催日 回 数 協議事項 

H25.6.5 第1回 ・地方分権改革の取組について 
・骨太の方針の策定等について 
 

H25.10.11 第2回 ・2020年オリンピック・パラリンピック東京大会 
  について 
・平成26年度予算概算要求等について 
・地方分権改革の推進について 
・社会保障制度改革について 
 

H25.12.12 第3回 ・経済対策について 
・平成26年度予算編成及び地方財政対策に 
  ついて 
・地方分権改革の推進について 
 

【平成25年度】 
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開催日 回 数 協議事項 
H26.6.11 第1回 ・「骨太の方針」の策定等について 

・地方分権改革の推進について 
 

H26.10.21 第2回 ・地方創生の推進について 
・平成27年度概算要求等について 
・地方分権改革の推進について 
  （権限移譲等の主要課題、提案募集方式等） 
 

H27.1.9 第3回 ・経済対策、平成27年度予算編成及び地方財 
  政対策について 
・地方創生、地方分権改革の推進について 
 

【平成26年度】 

開催日 回 数 協議事項 

H27.6.17 第1回 ・「骨太の方針」の策定等について 
・地方創生、地方分権改革の推進について 

H27.10.14 第2回 ・平成28年度概算要求等について 
・地方創生、地方分権改革の推進について 

H27.12.14 第3回 ・平成28年度予算編成及び地方財政対策に 
  ついて 
・一億総活躍、地方創生及び地方分権改革に 
  ついて 
 

【平成27年度】 

開催日 回 数 協議事項 

H28.5.23 第1回 ・「骨太の方針」の策定等について 
・一億総活躍、地方創生及び地方分権改革の 
  推進について 
 

H28.10.27 第2回 ・「骨太の方針」の策定等について 
・地方創生及び地方分権改革の推進について 
 

【平成28年度】 



資料（３） 地方自治法に基づく意見具申権及び事前情報提供制度           
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意見具申権 事前情報提供制度 

 各大臣は、地方公共団体に対し
新たに事務又は負担を義務付ける
と認められる施策の立案をしよう
とする場合、地方六団体に対して
当該施策の内容となるべき事項を
知らせるために適切な措置を講じ
るものとする。 
 
 

＜参考＞地方自治法 
第２６３条の３  都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間 
 の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の代表者 
 は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。  
② 前項の連合組織で同項の規定による届出をしたものは、地方自治に影響を及ぼす法律又は政令その他の事項に関し、総務大臣を経由して内閣に 
 対し意見を申し出、又は国会に意見書を提出することができる。  
③ 内閣は、前項の意見の申出を受けたときは、これに遅滞なく回答するよう努めるものとする。  
④ 前項の場合において、当該意見が地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる国の施策に関するものであるときは、内閣 
 は、これに遅滞なく回答するものとする。  
⑤ 各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第 
 二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるた 
 めに適切な措置を講ずるものとする。  

 地方六団体は、地方自治に影響を及ぼす
法律又は政令その他の事項に関し、総務大
臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又
は国会に意見提出することができるとされ
ている。 
 一方、内閣は、地方六団体から意見の申
出を受けたときは、遅滞なく回答するよう
努めるものとし、当該意見が地方公共団体
に対し新たに事務又は負担を義務付けると
認められる国の施策の場合、遅滞なく回答
することとされている。 

【根拠条文】地方自治法第２６３条の３第２項～第４項 
 ※ 平成５年 地方自治法改正 

【根拠条文】地方自治法第２６３条の３第５項 
 ※ 平成１８年 地方自治法改正 
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